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１．開催日時 平成３０年９月１０日（月）午前９時から午前１０時４０分

２．開催場所 東近江市役所 新館３１３会議室

３．出席委員 ２１人 欠席委員 １人

４．議事日程

第１ 議事録署名委員の指名

第２ 議事上程

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

議案第４号 事業計画変更承認申請について

議案第５号 非農地証明書交付申請について

議案第６号 農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出の報告に

ついて

議案第７号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出の報告に

ついて

議案第８号 農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について

議案第９号 ２アール未満農業用施設に係る農地転用届出の報告について

議案第10号 農地の貸借権の合意解約の報告について

議案第11号 東近江市農用地利用集積計画（案）について

議席番号 出欠 議席番号 出欠

１ 出 １２ 出

２ 出 １３ 出

３ 出 １４ 欠

４ 出 １５ 出

５ 出 １６ 出

６ 出 １７ 出

７ 出 １８ 出

８ 出 １９ 出

９ 出 ２０ 出

１０ 出 ２１ 出

１１ 出 ２２ 出

議長（会長） １６番
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５．事務局職員

農業委員会事務局

農業水産課

６．会議の内容

議 長 ただ今から、平成３０年度第６回、９月期、月例総会を開会致します。

委員総数２２名のうち、現在の出席者数は２１名、欠席者数は１名であり、

この総会は成立致します。

日程第１は、議事録署名委員の指名であります。

議席番号１２番○○○○委員、１３番○○○○委員を指名致します。

議 長 日程第２は、議事の上程であります。

最初に、議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」を

議題と致します。

それでは、事務局の説明を求めます。

事務局 それでは議案第１号、農地法第３条第１項の規定による許可申請について

農地法第３条第１項の規定に基づき、農地の権利を移転又は設定したい旨、

次のとおり申請があったので、許可することについて意見を求めます。

番号１について、五個荘小幡町に居住される譲受人と近江八幡市に居住される

譲渡人から、譲渡人所有の農地２筆、五個荘木流町字九戸○○○番、1267 ㎡、

地目「田」外１筆、合計 1,367 ㎡について、売買による所有権移転の申請がさ

れました。

譲受人の取得後においての耕作面積は109.37ａで下限面積を上回っております。

譲受人は地域の農業を理解しており、水利調整、共同作業等協力するとのこと

で、周辺地域との調和要件について問題ないと考えます。

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、トラックを所有しておら

れ、コンバイン、田植機、乾燥機、籾摺機は営農組織と共同利用をされていま

す。

経営農地は世帯２人で耕作され、全部効率利用の面で問題ないと考えます。

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。

担当委員は、○○○○委員です。

局 長 参 事

副主幹 主 事

主 事
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番号２について、上岸本町に居住される譲受人と譲渡人から、譲渡人所有の農

地１筆、上岸本町字西浦○○○番、100 ㎡、地目「畑」について、交換による

所有権移転の申請がされました。

譲受人については、経営移譲年金を受けており、農地を新たに取得した場合に

は支給停止になりますが、支給停止除外として農地の交換をし、後継者へ１年

以内に再度処分をすることが必要です。本申請地については、１年以内に再度

後継者への処分を予定されています。

譲受人の取得後においての耕作面積は164.18ａで下限面積を上回っております。

権利移転の農地は畑の取得ですが、譲受人は地域の農業を理解しており、地域

の農業に配慮するとのことで、周辺地域との調和要件について問題ないと考え

ます。

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、田植機、トラックを所有

しておられ、コンバイン、乾燥機、籾摺機は営農組織と共同利用をされていま

す。

経営農地は世帯３人で耕作され、全部効率利用の面で問題ないと考えます。

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。

担当委員は、○○○○委員です。

番号３について、上岸本町に居住される譲受人と譲渡人から、譲渡人所有の農

地１筆、上岸本町字西浦○○○番、100 ㎡、地目「畑」について、交換による

所有権移転の申請がされました。

譲受人の取得後においての耕作面積は65.38ａで下限面積を上回っております。

権利移転の農地は畑の取得ですが、譲受人は地域の農業を理解しており、地域

の農業に配慮するとのことで、周辺地域との調和要件について問題ないと考え

ます。

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、田植機、トラックを所有

しておられ、コンバイン、乾燥機、籾摺機は営農組織と共同利用をされていま

す。

経営農地は世帯２人で耕作され、全部効率利用の面で問題ないと考えます。

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。

担当委員は、○○○○委員です。

番号４について、小川町に居住される譲受人と譲渡人から、譲渡人所有の農地

２筆、小川町字南流○○○番、2,935 ㎡、地目「田」外 1筆、合計 3,726 ㎡に

ついて贈与による所有権移転の申請がされました。

なお、譲受人は譲渡人の子にあたる方で、当該農地については従来から耕作を

されています。

譲受人の取得後においての耕作面積は 59.5ａで下限面積を上回っております。

譲受人は地域の農業を理解しており、水利調整、共同作業等協力するとのこと

で、周辺地域との調和要件について問題ないと考えます。
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また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、田植機、トラックを所有

しておられ、コンバイン、乾燥機、籾摺機は営農組織と共同利用をされていま

す。

経営農地は世帯２人で耕作され、全部効率利用の面で問題ないと考えます。

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。

担当委員は、○○○○委員です。

番号５について、梅林町に居住される譲受人と譲渡人から、譲渡人所有の農地

１筆、梅林町字庭床○○○番、2,074 ㎡、地目「田」について、贈与による所

有権移転の申請がされました。

なお、譲受人は譲渡人の弟にあたる方で、当該農地については従来から耕作を

されています。

譲受人の取得後においての耕作面積は134.90ａで下限面積を上回っております。

譲受人は地域の農業を理解しており、水利調整、共同作業等協力するとのこと

で、周辺地域との調和要件について問題ないと考えます。

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、コンバイン、田植機、乾

燥機、籾摺機、トラックを所有しておられます。

経営農地は世帯３人で耕作され、全部効率利用の面で問題ないと考えます。

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。

担当委員は、○○○○委員です。

番号６について、愛東外町に居住される譲受人と大阪市東淀川区に居住される

譲渡人から、譲渡人所有の農地１筆、愛東外町字清水○○○番、484 ㎡、地目

「畑」について売買による所有権移転の申請がされました。

譲受人の取得後においての耕作面積は204.58ａで下限面積を上回っております。

権利移転の農地は畑の取得ですが、譲受人は地域の農業を理解しており、地域

の農業に配慮するとのことで、周辺地域との調和要件について問題ないと考え

ます。

また、農作業に必要な農機具については田植機、トラックを所有しておられ、

トラクター、コンバインは営農組織との共同利用、乾燥調整、籾摺りはＪＡカ

ントリーを利用されています。

経営農地は世帯２人で耕作され、全部効率利用の面で問題ないと考えます。

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。

担当委員は、○○○○委員です。

以上です。ご審議よろしくお願いします。

議 長 事務局の説明が終わりました。

まず１番について、何かご意見はございますか。

（異議なし）
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それでは、２番について、何かご意見はございますか。

（異議なし）

それでは、３番について、何かご意見はございますか。

（異議なし）

それでは、４番について、何かご意見はございますか。

（異議なし）

それでは、５番について、何かご意見はございますか。

（異議なし）

それでは、６番について、何かご意見はございますか。

（異議なし）

議 長 それでは採決に移ります。本案の１番から６番までを承認される方は挙手を願

います。

（全員挙手）

議 長 全員賛成と認めます。よって、本案の１番から６番までは可決いたしました。

議 長 次に、議案第２号「農地法第４条第１項の規定による許可申請について」を

議題と致します。

事務局の説明を求めます。

事務局 それでは、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、

農地法第４条第１項の規定に基づき、農地を転用したい旨、次のとおり申請が

あったので、許可することについて意見を求めます。

番号１についてご説明いたします。

本件の申請人は、上平木町に居住する者で自らの農地を駐車場として利用する

為に転用の申請があったものです。

申請地は東近江市上平木町字森之下○○○番、登記地目「田」、現況地目「宅

地」、面積 143 ㎡の土地です。

なお、申請地については、農地法の許可を受けずに、昭和４６年頃から駐車場

として利用されていたとして、顛末書付きの申請となっています。

申請理由及び土地の選定理由につきましては、隣接する機械部品製造工場の資

材を積み下ろしする場所及び車両の駐車スペースが必要であるため、利便性を

考慮して当該申請地を選定されました。

土地の造成計画につきましては、顛末案件の為、現状のまま利用されます。雨

水については、既設の側溝へ放流されます。

土地の利用計画については、機械部品の積み下ろし場及びトラック等の作業用

車両２台分の駐車場として利用する計画となっております。

申請地は、東近江市立平田コミュニティセンターから北西へ約 900ｍに位置し、

周囲を道路、田、宅地に囲まれた、都市計画法市街化調整区域の農振白地の土
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地であります。特定土地改良事業等が施行された区域内にある農地であること

から、第１種農地と判断できます。

第１種農地については原則許可できませんが、土地改良法に基づく非農用地区

域内の土地を土地改良事業計画に定められた用途に転用することから例外的に

許可し得るものです。

資金については顛末案件の為、発生せず、一般基準においても基準に抵触する

ものはなく、他の添付書類についても特に問題はありませんでした。

以上、農地法第４条第２項に基づき審査したところ、転用許可は相当と判断い

たしました。

担当農業委員は、○○○○委員です。

番号２についてご説明いたします。

本件の申請人は、石塔町に居住する者で自らの農地を住宅の増築をして利用す

る為に転用の申請があったものです。

申請地は東近江市石塔町字分出○○○番、登記地目「畑」、現況地目「宅地」、

外 1筆、合計面積 188 ㎡の土地です。

なお、当該申請地は、平成２９年に転用許可を受けずに整地をされており、顛

末書付きの申請となっております。

申請理由及び土地の選定理由につきましては、申請人は当該申請地に隣接する

宅地内にある自己所有住宅にて生活していますが、現在市外に住んでいる息子

を将来自作及び地域農業の後継者として予定されており、現状の住居は狭く、

同居が不可能のため増築の計画となりました。また、現在の住居と敷地続きで

増築することで建設経費の節約及び居住環境が良好となり、当該申請地を選定

されました。

土地の造成については、約 30cm の盛土をされた後に整地をされます。

土地の利用計画については、建築面積 66．2 ㎡の住宅の離れを新設される計画

となっています。

雨水については、既設雨水側溝に接続し処理される計画です。

申請地は、東近江市立蒲生東小学校から北東へ約 1.2km に位置し、周囲を宅地

と農地に囲まれた都市計画区域市街化調整区域内の農振白地の土地であります。

団地規模がおおむね 10ha 未満であり、特定土地改良事業等の施行されていない

区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地であることから、第２

種農地と判断できます。第２種農地については、目的達成のための土地選定に

代替性が見込まれる場合は原則許可できませんが、集落に接続して設置される

住宅であるため例外的に許可し得るものです。

資金については、全額自己資金とする計画で一般基準においても基準に抵触す

るものはなく、その他の添付書類についても特に問題はありませんでした。

以上、農地法第４条第２項に基づき審査したところ、転用許可は相当と判断い

たしました。

担当農業委員は、○○○○委員です。

番号３についてご説明いたします。
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本件の申請人は、横溝町に居住する者で自らの農地を駐車場、農業用機械及び

資材置場として利用する為に転用の申請があったものです。

申請地は、東近江市横溝町字瓦塚○○○番、外 1筆、登記地目「畑」、現況地

目「宅地」、合計面積 176 ㎡の土地です。

なお、申請地については、農地法の許可を受けずに、平成１１年頃から駐車場、

農業用機械及び資材置場として利用されていたとして、顛末書付きの申請とな

っています。

申請理由及び土地の選定理由につきましては、自家用車の駐車場と農業機械の

駐車スペースが必要であるため、自宅に隣接する当該申請地を選定されました。

土地の造成計画につきましては、顛末案件の為、現状のまま利用されます。雨

水については、地下浸透にて処理されます。

土地の利用計画については、自家用車３台と耕運機２台、トラック１台分の駐

車場と、農機具を収納するためのコンテナを１台設置する計画となっておりま

す。

申請地は、東近江市立湖東中学校から北東へ約 300ｍに位置し、周囲を道路、

宅地、畑、用悪水路に囲まれた、都市計画区域非線引き区域内の農振白地の土

地であります。団地規模がおおむね 10ha 以上の農地であることから、第１種農

地と判断できます。

第１種農地については、原則許可できませんが、申請地の周辺に居住する者の

日常生活上又は業務上必要な施設で、集落に接続して設置されるものであるこ

とから、例外的に許可できるものです。

資金については顛末案件の為、発生せず、一般基準においても基準に抵触する

ものはなく、他の添付書類についても特に問題はありませんでした。

以上、農地法第４条第２項に基づき審査したところ、転用許可は相当と判断い

たしました。

担当農業委員は、○○○○委員です。

以上、ご審議よろしくお願いします。

議 長 事務局の説明が終わりました。

本案については、事前調査がなされておりますので、調査の報告を求めます。

５番 それでは、去る９月５日に○○○○委員と一緒に現地調査を行いましたので報

告させていただきます。

１番の上平木町の案件ですが、以前に営農型太陽光発電の申請があった近くで

す。この場所については、以前から使っておられたのですが、ほ場整備された

時に工場は転用できていたのですが、この部分だけ登記ミスで転用ができてい

なかったということです。この場所がなければ工場が使用できない状態ですの

で、顛末書も添付されており許可相当と考えます。

２番の石塔町の案件ですが、家の前の大きな道路が工場団地に通じる道路です。

ここは白地の農地ですが、湿害がひどく田んぼが作れないという所です。今ま

で畑として使用されていたのですが、山側から水が差し込んできて、何も作れ

ないという状況でした。家の敷地も湿気てくることから、先に山側との間に擁
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壁を作られたのですが、それで水が止まったということで、その時に申請地も

併せて造成してしまったということで、顛末書が付いており、やむを得ないと

考えます。

３番目の旧湖東の案件ですが、以前は畑でしたが、現在は農業用の資材置場に

されています。家との間の土地の下には、愛知川用水の幹線管路が走っており、

物が建てられないところです。既にコンテナが置いてありますが、もう１台置

いて農業用の資材置場としたいとのことです。これも顛末書が付いております

が、やむを得ないと考えます。以上です。

議 長 事務局の説明及び調査報告が終わりました。

それでは審議に入ります。１番の案件について、何かご意見はございますか。

６番 上平木町の所ですが、なぜ今頃になって申請漏れと分かったのですか。これま

で、ずっと工場の入口として使っておられたのに、今まで分からずに、今回申

請されたのは何故ですか。

事務局 上平木地区では、ほ場整備事業がされていまして、愛知川沿岸土地改良区との

決裁を比べておられる中で、ここが合わない、転用の申請が出ていないことが

判明しまして、今回の転用申請に至ったということです。

議 長 他に何かご意見はございますか。

（異議なし）

議 長 それでは、２番について何かご意見はございますか。

（異議なし）

それでは、３番について何かご意見はございますか。

（異議なし）

議 長 それでは採決に移ります。本案の１番から３番までを承認される方は挙手を願

います。

（全員挙手）

議 長 全員賛成と認めます。よって、本案の１番から３番までは可決いたしました。

議 長 次に、議案第３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」を議

題と致します。

事務局の説明を求めます。

事務局 それでは議案第３号、農地法第５条第１項の規定による許可申請について、

農地を転用し農地の権利を移転又は設定したい旨、次のとおり申請があったの

で、許可することについて意見を求めます。
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番号１についてご説明いたします。

本件の借受人、貸渡人はともに大森町に居住する者で、使用貸借により農作業

場として利用するために転用の申請があったもので、借受人は貸渡人の子にあ

たります。

申請地は、東近江市大森町字宝来○○○番、登記地目「田」、現況地目「雑種

地」、面積 1,027 ㎡の内 413.37 ㎡の土地です。

なお、申請地については、農地法の許可を受けずに、昭和５７年頃に貸渡人で

ある父が農業用資材を置くために造成したとして、顛末書付きの申請となって

います。

申請理由及び土地の選定理由につきましては、借受人は認定農業者で、耕作面

積が 15.5ha ありますが、新たに計画している野菜の生産事業で収穫した野菜の

選別並びに一時保管場所や農業用機械の保管場所が必要となりました。しかし、

既設の農業用倉庫は田植え機やフォークリフト、肥料等の農業用資材などで手

狭になったため、自宅からも近く利便性を考慮して当該申請地を選定されまし

た。

土地の利用計画につきましては、建築面積 131.36 ㎡の農作業場を１棟建設し、

収穫野菜の選別作業場と収穫済及び出荷用野菜置場としての利用と、トラクタ

ーやコンバイン、農業用機械のアタッチメントを格納されます。また、屋外に

は、３トントラックと軽トラックの駐車スペース、農作業場への通路として利

用される計画であります。

土地の造成計画については、顛末案件の為、現状のまま利用されます。雨水に

ついては、北側にある既設水路へ放流される計画となっております。

申請地は、東近江市立玉緒小学校から北東へ約 200ｍに位置し、周囲を田、道

路、宅地に囲まれた都市計画法市街化調整区域の農振白地の土地であります。

団地規模がおおむね 10ha 以上の農地であることから、第１種農地と判断できま

す。

第１種農地については、原則許可できませんが、申請地の周辺に居住する者の

日常生活上又は業務上必要な施設で、集落に接続して設置されるものであるこ

とから、例外的に許可できるものです。

資金については全額自己資金にて調達され、一般基準においても基準に抵触す

るものはなく、その他の添付書類についても特に問題はありませんでした。

以上、農地法第５条第２項に基づき審査いたしましたところ、転用許可相当と

判断いたしました。

担当農業委員は、○○○○委員です。

番号２についてご説明いたします。

本件の譲受人は五個荘和田町に居住し、譲渡人はさいたま市南区に居住する者

で、贈与により農業用倉庫に転用するため申請があったものです。

申請地は、東近江市五個荘和田町字清水○○○番、登記地目「畑」、現況地目

「宅地」で、面積 333 ㎡の土地です。
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なお、申請地については、昭和 47 年頃に農地法の許可が必要と知らず、本申請

人の父が建築してしまい、許可を受けずに利用されていたとして、顛末書付き

の申請となっています。

申請理由は、農機具の格納、米の乾燥及び籾摺り等の作業場として場所が必要

であるため本申請地を利用したいとしています。

土地の選定理由は、自宅と隣接しており、各種作業がしやすいため、当該土地

を選んだとしています。

土地の利用計画は、農業用倉庫と農作業用スペース、作業用の車３台分を駐車

する計画です。

土地の造成等につきましては、顛末案件の為、現状のまま利用されます。雨水、

排水については、隣接する側溝にて放流する計画です。

申請地は東近江市五個荘支所から北西へ約 2.3 ㎞。周囲を宅地、用水路に囲ま

れた都市計画法市街化調整区域の農振白地の土地で、団地規模がおおむね１０

ｈａ以上の農地であることから、第１種農地と判断できます。

第１種農地については、原則許可できませんが、申請地の周辺に居住する者の

日常生活上又は業務上必要な施設で、集落に接続して設置されるものであるこ

とから、例外的に許可できるものです。

資金については顛末案件の為、発生せず、一般基準においても基準に抵触する

ものはなく、他の添付書類についても特に問題はありませんでした。

以上のとおり、農地法第５条第２項に基づき審査したところ、許可相当と判断

いたしました。

担当農業委員は、○○○○委員です。

番号３についてご説明いたします。

本件の譲受人は上羽田町に居住する者で、譲渡人は埼玉県狭山市に居住する者

で、売買により資材及び農業機械置場として利用するために転用の申請があっ

たものです。

申請地は、東近江市上羽田町字登り道○○○番、外 1筆、登記地目「畑」、現

況地目「雑種地」、合計面積 339 ㎡の土地です。

なお、申請地については、土地の一部を農地法の許可を受けずに、平成２６年

頃から親族や近隣住民に駐車場として利用していただいていたとして、顛末書

付きの申請となっています。

申請理由及び土地の選定理由につきましては、譲受人は認定農業者で、耕作面

積が約 20ha ありますが、自宅敷地内だけでは農業用機械や資材の保管が手狭に

なってきたこと、自宅から離れた耕作地での作業効率が図れることから、利便

性を考慮して耕作地に近い当該申請地を選定されました。

土地の利用計画につきましては、トラクター２台と作業用車両の駐車場、農業

用機械のアタッチメントの保管、土砂やブロック等の資材置場、通路及び転回

スペースとして利用する計画です。

土地の造成計画については、顛末案件の為、現状のまま利用されます。雨水に

ついては、地下浸透とされる計画となっております。
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申請地は、東近江市立八日市西小学校から南へ約 1.1 ㎞に位置し、周囲を道路、

宅地、用悪水路、畑に囲まれた都市計画法市街化調整区域の農振白地の土地で

あります。団地規模がおおむね 10ha 未満であり、特定土地改良事業等の施行さ

れていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地であること

から、第２種農地と判断できます。

第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、申請地周辺に居住する者の日常生活上必要な施設で、

集落に接続して設置されるものであることから、例外的に許可できるものです。

資金については全額自己資金にて調達され、一般基準においても基準に抵触す

るものはなく、その他の添付書類についても特に問題はありませんでした。

以上、農地法第５条第２項に基づき審査いたしましたところ、転用許可相当と

判断いたしました。

担当農業委員は、○○○○委員です。

番号４についてご説明いたします。

本件の譲受人は池庄町に居住する者で、譲渡人は池之尻町に居住する者で、売

買により農業用倉庫、農業用機械置場、駐車場として利用するために転用の申

請があったものです。

申請地は、東近江市池庄町字大蔵○○○番、登記地目、現況地目ともに「田」、

面積 951 ㎡の土地です。

なお、申請地については、昭和５４年頃に隣接地に自宅を建築した際に、土地

境界の確認を怠ったため、石積み部分が境界を超えてしまったとして顛末書付

きの申請となっています。

申請理由及び土地の選定理由につきましては、譲受人は耕作面積が約 9,200 ㎡

ありますが、農業用倉庫が無く知人の土地を借用しての保管を余儀なくされて

いることと、隣接する自宅の駐車スペースが限られており、奥にある車両の出

し入れが困難であるため、利便性を考慮して自宅に隣接する当該申請地を選定

されました。

土地の利用計画につきましては、自家用車４台分とコンバイン、トラクター、

田植え機を各１台及び軽トラック２台分の駐車場と建築面積 105.41 ㎡の農業

用倉庫を１棟建設し、籾摺り施設及び育苗播種施設を設置される計画でありま

す。

土地の造成計画については、表土を 30 ㎝鋤取り、盛土を 40 ㎝し整地されます。

雨水につきましては、地下浸透とされる計画となっています。

申請地は、東近江市立湖東コミュニティセンターから南西へ約 800ｍに位置し、

周囲を道路、田、宅地に囲まれた都市計画区域非線引き区域内の農振白地の土

地であります。団地規模がおおむね 10ha 以上の農地であることから、第１種農

地と判断できます。

第１種農地については、原則許可できませんが、申請地の周辺に居住する者の

日常生活上又は業務上必要な施設で、集落に接続して設置されるものであるこ

とから、例外的に許可できるものです。
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資金については全額自己資金にて調達され、一般基準においても基準に抵触す

るものはなく、その他の添付書類についても特に問題はありませんでした。

以上、農地法第５条第２項に基づき審査いたしましたところ、転用許可相当と

判断いたしました。

担当農業委員は、○○○○委員です。

番号５についてご説明いたします。

本件の申請人である譲受人は、東近江市愛東外町に所在する電子部品の組立加

工、発電・電気の供給に関する事業を営む法人で、譲渡人は大阪市東淀川区に

居住する者で、売買により太陽光発電施設を設置するため申請があったもので

す。

申請地は東近江市愛東外町字馬場○○○番、登記地目、現況地目いずれも「畑」、

外２筆で、合計面積は 386 ㎡の土地です。

転用目的は太陽光発電施設です。

申請理由として、再生可能エネルギー買取制度を活用して太陽光発電を行い、

生産性の低い農地の有効利用を図るため今回申請されたものです。

土地の選定理由につきましては、79.8kw規模の発電システムの設置を計画され、

必要な面積として約 380 ㎡の土地が必要であり、事業所周辺の土地をあたられ

ましたが、農振農用地区域内の農地であること等の理由から条件に合わず苦慮

されていたところ、譲渡人から土地の提供が受けられることとなり、当申請地

が面積や発電効率等考慮して最適であると判断されました。

土地の利用計画につきましては、現状地盤を利用し、横幅 167 ㎝長さ 100 ㎝で

総出力 79.8kw、1 枚あたり 285Ｗ出力の太陽光パネルを 280 枚、傾斜度 7.4 度

にて設置し、集めた電力を送電するパワーコンディショナーを 5台設置します。

また、申請地は、周囲に家屋が近接しているため、メンテナンス作業を下部空

間から行う必要があり動線や作業性、安全性を考慮して、支柱を最高で 4ｍで

設置するとしています。

雨水は地下浸透とする計画です。

申請地は、永源寺支所から北西へ約 1.3 ㎞に位置し、周囲を道路、畑、宅地に

囲まれた都市計画区域非線引き区域内の農振白地の土地で、農業公共投資の対

象となっていない団地規模がおおむね 10ha 未満の生産性の低い農地であるこ

とから、第２種農地と判断されます。

第２種農地につきましては、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる

場合は原則許可できませんが、先ほど土地の選定理由で述べたとおり、代替性

が見込めないことから例外的に許可し得るものです。

資金については、自己資金とし、一般基準においても基準に抵触するものはな

く、その他の書類についても特に問題はありませんでした。

以上、農地法第５条第２項に基づき審査したところ、転用許可は相当と判断い

たしました。

担当農業委員は、○○○○委員です。

番号６と番号７は、一体の事業用地でありますので一括してご説明いたします。
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今般、申請を２件に分けて提出いただいておりますが、計画の概要といたしま

しては、譲受人は和南町に居住するもので、農地２筆の内１筆は、和南町に居

住する祖父名義の土地を使用貸借にて借りられ、外１筆は、和南町に居住する

親族の土地を売買により取得され、一戸建て住宅として一体的に計画されてい

るものであります。

申請地は、東近江市和南町字長畔○○○番、登記地目「畑」、現況地目「畑、

宅地」、外 1筆、合計面積 466 ㎡の土地です。

なお、申請地の一部については、昭和 50 年頃に農地法の許可が必要と知らず、

農業用倉庫を建築してしまい、許可を受けずに利用されていたとして、顛末書

付きの申請となっています。

申請理由は、現在の住所は実家のままにしていますが、賃貸のアパートにて妻、

子供と居住しており、子供の成長に伴い手狭になってきたため、本申請地を利

用したいとしています。

土地の選定理由は、実家に近く、両親とのコミュニケーションが取りやすく、

子供の世話や将来両親の介護等しやすいため当該土地を選んだとしています。

土地の利用計画は、住宅と駐車スペース（2台分）、物干しスペース、庭の計

画です。

土地の造成等につきましては、耕土を 30ｃｍすきとり、30ｃｍの盛土をされま

す。雨水については前面側溝に流して処理され放流する計画です。

申請地は東近江市立山上小学校から北へ約 1.6 ㎞。周囲を田、宅地、道路、山

林に囲まれた都市計画区域外の農振白地の土地で、団地規模がおおむね１０ｈ

ａ以上の農地であることから、第１種農地と判断できます。第１種農地は、原

則許可できませんが、集落に接続して設置される住宅であることから、例外的

に許可できるものです。

資金については申請人の父からの借入金とし、一般基準においても、基準に抵

触するものはなく、添付書類についても特に問題はありませんでした。

以上のとおり、農地法第５条第２項に基づき審査したところ、許可相当と判断

いたしました。

担当農業委員は、○○○○委員です。

番号８についてご説明いたします。

本件の借受人は東沖野二丁目に居住し、貸渡人は市原野町に居住する者で、使

用貸借により一戸建て住宅に転用するため申請があったものです。

申請地は、東近江市市原野町字山敷○○○番、登記地目「山林」、現況地目「田」

外 1筆で、合計面積 581 ㎡の土地です。

申請理由は、現在妻の実家にて一緒に住んでいるが、子供が生まれたこともあ

り、手狭あるため本申請地を利用したいとしています。

土地の選定理由は、本申請地が祖父の土地であり、また実家とも隣接しており、

コミュニケーションが取りやすく、行き来がしやすいため、当該土地を選んだ

としています。

土地の利用計画は、住宅と駐車スペース２台分、洗濯物干し、庭のスペースの

計画です。
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土地の造成等につきましては、耕土を 30ｃｍすきとり、30ｃｍの盛土をされま

す。雨水については西側水路に流して処理され、排水については、南側実家の

既存管を利用して処理し放流する計画です。

申請地は東近江市立永源寺中学校から南西へ約 1.1 ㎞。周囲を田、宅地、道路

に囲まれた都市計画区域外の農振白地の土地で、団地規模がおおむね１０ｈａ

以上の農地であることから、第１種農地と判断できます。

第１種農地は、原則許可できませんが、集落に接続して設置される住宅である

ことから、例外的に許可できるものです。

資金については金融機関からの借入金とし、一般基準においても、基準に抵触

するものはなく、添付書類についても特に問題はありませんでした。

以上のとおり、農地法第５条第２項に基づき審査したところ、許可相当と判断

いたしました。

担当農業委員は、○○○○委員です。

以上でございます。

議 長 事務局の説明が終わりました。

本案についても事前調査がなされておりますので、調査の報告を求めます。

８番 それでは、９月５日に行いました５条案件の現地調査の報告を申し上げます。

今回の５条申請は８件ありますが、その内６件が顛末書案件で、５番と８番だ

けが顛末書案件ではないという状況でございました。内容としては、全体が顛

末案件というものと、一部の農地がかかっており顛末案件というものがござい

まして、現地調査では転用されている状態のものを確認させていただいたとい

う状況でした。

１番の大森町の案件ですが、林田町から大森町に入っていく信号手前の県道沿

いの所です。ここは、昭和５７年に農業用資材を置くために、農地法の許可を

受けずに造成してしまった、という所で、今回、ここに農舎を建設したいとい

うことでございました。写真の右側になりますが、集落内に現在使っておられ

る農舎がありますが、そこが手狭になったので、近くにある申請地に農舎を建

設されます。顛末書が添付されており、やむを得ないと考えます。

２番の五個荘和田町ですが、これも顛末書案件です。写真の右側には実家がご

ざいまして、その隣りに、既に申請人の農舎やハウスが建っております。この

現状のまま申請をされておりますし、顛末書が添付されており、やむを得ない

と考えました。

次に、３番の上羽田町の案件ですが、写真で何も植わっていない所があります

が、ここを既に駐車場として使っておられ、この部分が顛末案件とされていま

す。上羽田の集落の中にありまして、大変狭い所ですが、資材置場と農機具置

場にしたいということです。申請人は認定農業者で現在 20ha 程されていますが、

ここが本当に必要な場所かと疑問がありました。しかし、ここの前の所に申請

人の土地がありまして、合せて有効活用できるということで、進入する道路は

狭いですが、許可相当と考えました。
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４番目の池庄町ですが、写真の左側に家が建っていますが、ここが申請人の自

宅でございます。また、手前に写っているのが池庄町の厄神さんに行く道路で

す。向こう側に県道があり、場所的には土地の有効利用として良い所だと感じ

ました。但し、ほ場整備地域には入っていません。申請人については、90ａし

か農業をされていないのに、これだけの大きな土地が必要かという疑問もあり

ますが、このまま放置すると遊休農地となってしまう可能性があるということ

を聞いていますし、ここに農舎を建てるということですので仕方がないと判断

致しました。

５番目の愛東外町ですが、この近くで昨日の台風で木が倒れており県道をトラ

ックが通れない状況になっているような山手の所です。現場には車が入れずに

途中に車を置いて坂を登って現地に入りました。ここは３畝程しかなく、ここ

で太陽光発電ができるのかという疑問もありましたが、写真の左は山となって

いますし、隣りには住宅がありますが、隣地の承諾もいただいているというこ

とです。この近くにも太陽光発電をされているところがありますし、ここは、

このままの状態では何もできないような場所ですので、許可はやむを得ないと

考えました。

６番と７番の和南町ですが、写真の手前は、市原から甲津畑に通じる道路です

が、申請地は造成して息子さんの家を建てたいということです。ここについて

も顛末書が付いておりまして、以前、農舎の一部が農地にかかっていたという

ことです。土地利用計画図を見ていただくと分かりますが、羽のような形をし

ている一筆と、四角い形をしている一筆とを合せて、６番と７番の合せた計画

となっています。現在、アパート暮らしですが、ここを造成して家を建てると

いうことで、土地の造成費が高くつきそうな所ですが、永源寺に帰るというこ

とで人口増加にも繋がりますし、許可相当であると考えました。

８番の市原野町の案件ですが、集落の中ですし、申請地の隣りが親元の建物と

なります。現況は、田んぼですが、親元に近い部分を分筆されて申請されます。

この方は沖野地区にある奥さんの実家で一緒に暮らしておられるということで

すが、今回、永源寺に帰られて農業の後継者となられるということで問題はな

いと考えます。

調査報告は、以上でございます。

議 長 事務局の説明及び調査報告が終わりましたので審議に入ります。。

１番の案件について、何かご意見はございますか。

（異議なし）

２番の案件について、何かご意見はございますか。

（異議なし）

３番の案件について、何かご意見はございますか。

（異議なし）

４番の案件について、何かご意見はございますか。

（異議なし）

５番の案件について、何かご意見はございますか。

（異議なし）
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６番と７番の案件は関連していますので、併せて何かご意見はございますか。

（異議なし）

８番の案件について、何かご意見はございますか。

（異議なし）

議 長 それでは採決に移ります。本案の１番から８番までを承認される方は挙手を願

います。

（全員挙手）

議 長 全員賛成と認めます。よって、本案は可決いたしました。

議 長 次に、議案第４号「事業計画変更の承認について」を議題と致します。

それでは事務局の説明を求めます。

事務局 農地法第４条第１項の規定による許可について、次のとおり事業計画変更承認

申請があったので承認することについて意見を求めます。

番号１についてご説明いたします。

本件については、平成３０年６月１１日開催の月例総会、議案第２号、整理番

号第１号においてご審議をいただき、東近江市大中町○○○番、登記地目、現

況地目ともに「田」、面積 5,691 ㎡の内 2,810 ㎡の農地を、牛舎の通路及びビ

ニールハウス建築を目的として、同日付けで転用許可した案件です。

申請理由につきましては、自身が飼育している導入肉用牛を 160 頭から 185 頭

へ、母牛を 3頭から 10 頭へ、自家用子牛を新たに 16 頭へと規模拡大すること

を目的に、牛舎及び堆肥舎を増設するため、「畜産・酪農収益力強化整備等特

別対策事業」の補助金を利用して、牛舎の通路及び牛舎・堆肥舎を建築したい

とのことで、事業目的の変更による事業計画変更承認申請をされたものです。

土地の利用計画につきましては、既設の牛舎への通路と新たに建築面積 818.44

㎡の牛舎及び 367.73 ㎡の堆肥舎を各１棟建設する計画となっています。

土地の造成計画については、現状地盤に 60 ㎝盛土をし、転圧されます。雨水に

つきましては、敷地内の圃場に放流する計画となっています。

資金については、国庫補助金の活用及び金融機関からの借入とし、一般基準に

おいても基準に抵触するものはなく、農業振興地域整備計画の一部変更の写し

等、法定書類も添付されており、他の添付書類についても特に問題はありませ

んでした。

この申請につきましては、変更後の転用事業がその計画に従って実施できるこ

とが確実で、農地転用許可基準により転用許可相当と認められるため、事業計

画変更承認申請についても承認できるものと考えます。

担当農業委員は、○○○○委員です。

議 長 事務局の説明が終わりました。

本案については、事前調査がなされておりますので、調査の報告を求めます。
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５番 本件につきましては、５月にハウスを建てるということで申請され許可された

ものですが、事業計画変更ということで現地に行ってきました。事務局の説明

にもありましたように、自家で子牛を育成していくということで規模拡大する

ために、肉用牛を 160 頭から 185 頭へ、母牛を 3頭から 10 頭へ、自家用子牛を

新たに 16 頭へと、経営安定のために規模拡大される計画です。国の審査も通っ

て補助金もいただいて行われるということですし、問題はないと思います。

以上です。

議 長 事務局の説明及び調査報告が終わりました。

本件について、何かご意見はございますか。

（異議なし）

議 長 それでは採決に移ります。本案を承認される方は挙手を願います。

（全員挙手）

議 長 全員賛成と認めます。よって、本案は承認されました。

議 長 次に、議案第５号「非農地証明書交付申請について」を議題と致します。

それでは事務局の説明を求めます。

事務局 東近江市非農地証明事務取扱要領に基づき、次のとおり申請があったので、証

明書を交付することについて意見を求めます。

議案説明の前に、非農地証明事務につきましてご説明いたします。お手元に配

布しております、東近江市非農地証明事務取扱要領をご覧ください。

この証明事務は、第１条にございますように、農地法第２条第１項の対象とな

らない土地つまりは非農地の証明事務について、必要な事項を定めることによ

り、法の適正な運用を図ることを目的としております。

次に、第４条の証明基準をご覧ください。この証明を行う場合には、申請土地

が次のいずれかに該当し、それぞれ具体的事実が明らかなものに限ります。な

お、農振農用地区域内については、今後とも農地として利用される見込みがあ

ると認められるため、証明の対象としておりません。

なお、証明対象となりますのは、

（１）その土地の所有者又は使用者が何らかの転用の意思に基づいて、現在の

農地法が制定された昭和２７年１０月２０日以前に非農地としたもの

したがって、当時から建物若しくは工作物の建造、宅地造成、道水路の設置又

は植林等をすることにより、当該土地を農地以外の用に供されていたことが明

らかなものとします。

（２）耕作放棄後２０年以上経過し、荒廃地と化しているもので、容易に農地

への復元も困難であり、農地として利用される可能性のないもの

したがって、この場合の現況は自然林等であります。
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（３）水害その他災害により農地が潰廃（流失、埋没等）し、客観的に判断し

て今後復旧の見込みもなく、又は、そのまま放置されているもの。

でございます。

また、証明基準に該当しないものは、第８条に規定しておりますとおり、農地

法第４条又は第５条の許可申請を行わせ、これに現況の生じた具体的事情を詳

細に顛末書として添付させるよう指導するものとするとしております。

それでは、番号１についてご説明いたします。

本件の申請人は、山上町に居住する者で、申請地は、建部瓦屋寺町字山ツラ

○○○番、登記地目「畑」、現況地目「宅地」、面積 155 ㎡の土地につきまし

て、東近江市非農地証明事務取扱要領第４条第１項第１号の基準に基づき証明

書の申請がありました。

申請地は、申請者の祖父が明治３８年に売買により取得し、明治４２年に隣接

する宅地を含めて、家屋の移築を行いました。

現存する家屋の売渡証書から、明治４２年時点で非農地化していると判断され、

その土地の所有者又は使用者が何らかの転用の意思に基づいて、昭和２７年

１０月２０日以前に非農地としたものであり、当該土地を農地以外の用に供さ

れていたことが明らかであると考えられます。

また、通常は、地元自治会長・農業組合長の署名・押印した「事実証明書」の

添付を求めておりますが、当時の証明が不可能であるため、近隣に居住する昭

和１０年生まれの方からの事実証明書を添付いただいております。

以上、東近江市非農地証明事務取扱要領第４条第１項第１号、その土地の所有

者又は使用者が何らかの転用の意思に基づいて、昭和２７年１０月２０日以前

に非農地としたもので、当時から建物若しくは工作物の建造、宅地造成、道水

路の設置又は植林等をすることにより、当該土地を農地以外の用に供されてい

たことが明らかなものに該当すると判断いたしました。

担当農業委員は、○○○○委員です。

議 長 事務局の説明が終わりました。

本案についても、現地調査がなされておりますので、調査の報告を求めます。

５番 本件につきましては、瓦屋寺になりますが、写真の奥を登っていくと瓦屋寺の

お寺になります。この家は、明治４２年２月２８日に当時の蒲生郡中野村から

移築されたもので、当時ですと漆喰の良い家であっただろうと思いますが、今

は古くなっており、売却されるということです。ここは、農地法制定以前の明

治時代に取得された土地でありまして、地目変更されずに現在に至っておりま

す。明治時代の当時の売買契約書も残っておりますし、昭和２７年以前に非農

地化していることは確かなことですので、問題はないと思います。以上です。

議 長 事務局の説明及び調査報告が終わりました。

本件について、何かご意見はございますか。

（異議なし）
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議 長 それでは採決に移ります。本案を承認される方は挙手を願います。

（全員挙手）

議 長 全員賛成と認めます。よって、本案は承認されました。

議 長 次に、議案第６号「農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出の報

告について」を議題とします。

それでは、事務局の報告を求めます。

事務局 農地法第４条第１項第７号及び同法施行令第３条の規定に基づき、市街化区域

内にある農地を転用したい旨、次のとおり届出があり、受理通知書を交付した

ので報告します。

１番について、ご説明します。

本件の届出者は、東近江市外町に居住する者で、届出の所在地は、東近江市外

町字若松○○○番で、登記地目、現況地目ともに「田」、面積は 306 ㎡です。

位置については、東近江市役所から南へ約 370m 離れた「近隣商業」内に位置し

ます。転用目的は、露天駐車場です。

届出地は、道路と田に囲まれた一角で、付近には影響もなく適正と認め受理し

たものです。

担当農業委員は、○○○○委員です。

以上、１件の受理通知につきましては、東近江市農業委員会規程第１４条「事

務局長の専決事項」により交付しております。

以上、報告とさせていただきます。

議 長 事務局の報告が終わりました。本案につきましては、報告事項に留めます。

議 長 次に、議案第７号「農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出の報

告について」を議題とします。

それでは、事務局の報告を求めます。

事務局 農地法第５条第１項第６号及び同法施行令第１０条第１項の規定に基づき、農

地を転用し農地の権利を移転又は設定したい旨、次のとおり届出があり、受理

通知書を交付したので報告します。

１番について、ご説明します。

本件の譲受人は、蒲生郡竜王町で不動産を営む法人で、譲渡人は、東近江市東

中野町に居住する者で、売買により譲り受けるものです。

届出の所在地は、東近江市東中野町○○○番、外 1筆で登記地目、現況地目い

ずれも「畑」で面積は併せて 425 ㎡となります。
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位置については、市立聖徳中学校から東へ約 200m 離れた「第１種中高層住専」

内に位置します。転用目的は、駐車場です

届出地は、周囲を道路、宅地、田に囲まれており、付近への影響もなく適正と

認め受理したものです。

担当農業委員は、○○○○委員です。

２番について、ご説明します。

本件の譲受人は、大阪府堺市に居住するもので、譲渡人は、東近江市東中野町

に居住する者で、売買により譲り受けるものです。

届出の所在地は、東近江市聖徳町○○○番で、登記地目「原野」、現況地目「畑」

で面積は 991 ㎡です。

位置については、市立聖徳中学校グラウンドから南へ約 30m の「第 1種中高層

住専」に位置します。転用目的は、共同住宅です。

届出地は、周囲を道路と宅地に囲まれており、付近への影響もなく適当と認め

受理したものです。

担当農業委員は、○○○○委員です。

３番について、ご説明します。

本件の譲受人は、彦根市大藪町で不動産業を営む法人で、譲渡人は、東近江市

五個荘塚本町に居住する者で、売買により譲り受けるものです。

届出の所在地は、東近江市五個荘北町屋町字南天保○○○番で、登記地目「田」、

現況地目「宅地」で、面積は 120 ㎡です。

位置については、五個荘農村環境改善センターから南西へ約 550ｍ離れた「準

工業」に位置します。転用目的は、共同住宅敷地です。

届出地は、周囲を住宅と道路に囲まれており、付近への影響もなく適当と認め

受理したものです。

担当農業委員は、○○○○委員です。

４番について、ご説明します。

本件の譲受人は、蒲生郡竜王町で不動産を営む法人で、譲渡人は、神奈川県横

浜市に居住する者で、売買により譲り受けるものです。

届出の所在地は、東近江市東中野町○○○番で登記地目、現況地目いずれも「畑」

で面積は 142 ㎡となります。

位置については、市立聖徳中学校から東へ約 200m 離れた「第１種中高層住専」

内に位置します。転用目的は、駐車場です

届出地は、周囲を道路、宅地、田に囲まれており、付近への影響もなく適正と

認め受理したものです。

担当農業委員は、○○○○委員です。

５番について、ご説明します。

本件の借受人は、東近江市八日市東本町で不動産業を営む法人で、賃渡人は、

東近江市妙法寺町に居住する者で、使用賃借により借り受けるものです。
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届出の所在地は、東近江市妙法寺町字大林○○○番で、登記地目、現況地目と

もに「畑」で、面積は 125 ㎡です。

位置については、市立玉薗中学校から北東へ約 370m 離れた「第２種中高層住専」

内に位置します。転用目的は、駐車場です。

届出地は、周囲を道路、宅地、雑種地に囲まれており、付近への影響もなく適

正と認め受理したものです。

担当農業委員は、○○○○委員です。

以上、５件の受理通知につきましては、東近江市農業委員会規程第１４条「事

務局長の専決事項」により交付しております。

以上、報告とさせていただきます。

議 長 事務局の報告が終わりました。本案につきましては、報告事項に留めます。

議 長 次に、議案第８号「農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について」

を議題と致します。

それでは、事務局の報告を求めます。

事務局 農地法第３条の３第１項の規定に基づき、相続等により農地の権利を取得した

旨、次のとおり届出があり、受理通知書を交付したので報告します。

今回の番号１から番号１７につきましては、全て相続により所有権を取得され

たものです。

届出人全てについて、「あっせん希望の有無」については「無」となっており

ます。

なお、届出をされた者への受理通知につきましては、届出された農地について

「農地台帳」等関係書類により確認後、東近江市農業委員会規程第１４条「事

務局長の専決事項」により交付しております。

以上、報告とさせていただきます。

議 長 事務局の報告が終わりました。本案につきましても、報告事項に留めます。

議 長 次に、議案第９号「２アール未満農業用施設に係る農地転用届出の報告につい

て」を議題と致します。

それでは、事務局の報告を求めます。

事務局 本議案につきましては、農地の所有者等自らが耕作の事業のために農業用施設

等に供する場合で、２アール未満に限って農地法第４条の許可を要しないとな

っており、こうした転用行為につきましては「東近江市農業委員会農地法施行

規則第２９条第１号に規定する農地転用に関する指導要綱」を定め、転用しよ

うとする者が転用の事項を記載した届出書をあらかじめ農業委員会へ提出し、

また、農業委員会は当該届出書を審査し、届出を受理した場合は、遅滞なく書

面による受理通知書を交付することで対応しているものです。



22

１番について、ご説明します。

本件の届出者は、東近江市妹町に居住し、約 16ａの経営面積を持つ農業者で、

届出の所在地は、東近江市妹町字奈良町○○○番で、登記地目「田」、現況地

目「田」で、面積 197 ㎡の土地に農業用倉庫を建築するため届出されたもので

す。

届出理由につきましては、自宅敷地内に倉庫はありますが、現在、農機具等が

いっぱいで手狭であり、農機具にシートを掛けて屋外で保管している状況で農

機具の盗難が増えていることからもその対策から農業用倉庫を建築するという

ことで届出があったものです。

利用計画につきましては、平屋建てプレハブ農業用倉庫１棟、37 ㎡とし、農業

用倉庫には、トラクター、コンバイン、田植機、農具及び肥料等の保管場所と

して利用するとのことです。

届出地は、市立愛東南小学校から北東へ約 560ｍに位置し、道路と田に囲まれ

た都市計画法の市街化調整区域内の農振白地で、関係書類も添付されており、

転用については支障なく適正と認め受理したものです。

担当農業委員は、○○○○委員です。

以上、１件の受理通知につきましては、東近江市農業委員会規程第１４条「事

務局長の専決事項」として交付しております。

以上報告とさせていただきます。

議 長 事務局の報告が終わりました。本案につきましても、報告事項に留めます。

議 長 次に、議案第１０号「農地の貸借権の合意解約の報告について」を議題と致し

ます。

それでは、事務局の報告を求めます。

事務局 農地法第１８条第６項及び同法施行規則第６８条第１項の規定に基づき、賃貸

借の合意解約をした旨、並びに使用貸借の合意解約をした旨、次のとおり通知

があったので報告します。

賃貸借権の合意解約につきましては、1番から１９番までです。

届出の 11 番、13 番、15 番が「農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく

農地利用配分計画」によるもの解約で、これ以外の届出が「農業経営基盤強化

促進法」によるもの解約です。

また、農地中間管理事業に関連する解約につきましては、届出 11 番と 13 番、

15 番が「農地中間管理機構と担い手によります農地利用配分計画」の解約で、

12 番、14 番、16 番は、「所有者と農地中間管理機構との農業経営基盤強化促

進法による利用権」の解約ということで届出されたものです。
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解約理由につきましては、届出 1番、11 番、12 番、15 番、16 番が売買に伴う

解約で、届出 13 番、14 番が農機具倉庫建設に伴う解約で、これ以外は貸替え

に伴う解約となっています

使用貸借の合意解約につきましては、1番から 17 番までです。

届出は、届出 1番、2番、12 番、13 番、15 番は「農地法第 3条のよる貸借権」

の解約で、届出 3番と 5番、7番、９番は「農地中間管理事業の推進に関する

法律による農用地利用配分計画」の解約で、その他はすべて「農業経営基盤強

化促進法による利用権」の解約です。

また、農地中間管理事業に関連する解約につきましては、届出 3番と 5番、７

番、9番が「農地中間管理機構と担い手によります農地利用配分計画」の解約

で、届出 4番と 6番、8番、10 番が「所有者と農地中間管理機構との農業経営

基盤強化促進法による利用権」の解約ということで届出されたものです。

解約理由につきましては、届出 3番から 10 番と 16 番が売買に伴う解約で、そ

れ以外は貸替えに伴う解約となっています。

以上、報告とします。

議 長 事務局の報告が終わりました。本案につきましても、報告事項に留めます。

議 長 次に、議案第１１号｢東近江市農用地利用集積計画（案）について」を議題と

致します。

それでは、事務局の説明を求めます。

事務局 本案件につきましては、関連がありますので農業水産課の主事から説明させ

ます。

主 事 まず初めに、お詫びして訂正がございます。

東近江市農用地利用集積計画（案）に追加の資料がございます。

農業経営基盤強化促進法第１８条第３号２項、及び東近江市の基準により農地

所有適格法人の構成員が認定農業者である法人と利用権設定する目的のために

農地を取得する場合は適当とする特例措置がございますが、利用権設定する相

手方が、農地中間管理機構の場合も認定農業者と同等であると位置づけられて

いることから、適当とみなされるものです。

その場合、所有権移転の始期日と同日付で、中間管理機構へ利用権設定をする

必要がございますが、新たな農地の所有者から、中間管理機構への利用権設定

議案が上程されておりませんでしたので、議案の追加をお願いしたいところで

す。誠に申し訳ございませんでした。

なお、利用権設定の期間は原則１０年以上とされており、設定期間が７年の方

もおられますが、この期間につきましては、既に中間管理機構に貸付されてい

た前契約の残期間となっております。

中間管理機構から耕作者への配分計画につきましては、来月上程を予定してお

ります。
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それでは、議案第１１号「東近江市農用地利用集積計画（案）」を説明させて

いただきます。

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により市が農用地利用集積計画

を定めるものです。

農用地利用集積計画は９月２８日の公告を予定しておりまして、公告によって

所有権が移転され、利用権が設定されることになります。

今回の所有権移転は、9件、23 筆、33,690 ㎡、利用権設定は 350 件、460 筆、

696,666 ㎡、このうち、円滑化事業により農協を間にはさんだ貸借は 7件、32

筆、49,360 ㎡です。設定を受ける認定農業者は 13 名で 639,968 ㎡が集積され

ており、認定農業者への集積率は約８８％です。

まず、議案の１ページから９ページ目までが所有権移転で、１０ページ以降が

利用権設定の議案になっております。次に補足説明をさせて頂きます。

１ページの番号１の所有権を移転する農地は、瓜生津町の１筆であり、１筆で

○○万円を対価として売買により、平成３０年１０月５日に所有権が移転され、

移転をする者は瓜生津町に居住する者で、移転を受ける者も瓜生津町に居住す

る者となっております。

移転を受ける者は、認定農業者資格を取得されておりませんが、認定農家であ

る「農事組合法人○○○○」の構成員であり、農地を取得したと同時に、追加

でお渡させていただいた、中間管理機構事業分の資料１ページの番号１に記載

されておりますように、滋賀県担い手育成基金に利用権設定をしております。

そのため、利用権設定は平成３０年１０月５日を始期日としております。この

ことから、農業経営基盤強化促進法第１８条第３号２項に記載されている農地

所有適格法人の構成員が、認定農業者である法人と利用権設定する目的のため

に農地を取得する場合は適当とすることから、本件を受理いたしました。

２ページの番号２の所有権を移転する農地は、市辺町の３筆であり、３筆で

○○万円を対価として売買により、平成３０年１０月５日に所有権が移転され、

移転をする者は市辺町に居住する者で、移転を受ける者は瓜生津町に居住する

者となっております。認定農業者区分の欄が「無」となっておりますが、移転

を受ける者は認定新規就農者であり、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項

に記載されている認定農業者又は認定新規就農者に対して利用権設定の設定等

が行われるように規定されていることから本件を受理いたしました。

３ページの番号３の所有権を移転する農地は、市原野町の２筆であり、２筆で

○○万円を対価として売買により、平成３０年１０月５日に所有権が移転され、

移転をする者は埼玉県春日部市に居住する者で、移転を受ける者は市原野町に

居住するものとなっております。

移転を受ける者は、認定農業者資格を取得されておりませんが、認定農家であ

る「農事組合法人○○○○」の構成員であり、農地を取得したと同時に、追加

でお渡させていただいた中間管理機構事業分の資料１ページの番号２に記載さ

れておりますように、滋賀県担い手育成基金に利用権設定をしております。そ

のため、利用権設定は平成３０年１０月５日を始期日としております。このこ
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とから、農業経営基盤強化促進法第１８条第３号２項に記載されている農地所

有適格法人の構成員が認定農業者である法人と利用権設定する目的のために農

地を取得する場合は適当とすることから、本件を受理いたしました。

４ページの番号４の所有権を移転する農地は宮荘町の１筆であり、１筆で○○

万円を対価として売買により平成３０年１０月１日に所有権が移転され、移転

をする者は大阪府大阪市に居住する者で、移転を受ける者は宮荘町に居住する

認定農業者となっております。

５ページの番号５の所有権を移転する農地は平松町の３筆であり、３筆で○○

万円を対価として売買により、平成３０年１０月５日に所有権が移転され、移

転をする者は東京都目黒区に居住する者で、移転を受ける者は平松町に居住す

る者となっております。

移転を受ける者は、認定農業者資格を取得されておりませんが、認定農家であ

る「農事組合法人○○○○」の構成員であり、農地を取得したと同時に、追加

でお渡させていただいた中間管理機構事業分の資料１ページの番号３に記載さ

れておりますように、滋賀県担い手育成基金に利用権設定をしております。そ

のため、利用権設定は平成３０年１０月５日を始期日としております。このこ

とから、農業経営基盤強化促進法第１８条第３号２項に記載されている農地所

有適格法人の構成員が認定農業者である法人と利用権設定する目的のために農

地を取得する場合は適当とすることから、本件を受理いたしました。

ここで１箇所訂正がございます。権利の種類が「所有権移転・贈与」となって

おりますが、「所有権移転・売買」に修正していただきますようお願いいたし

ます。

６ページの番号６の所有権を移転する農地は大清水町の１筆であり、１筆を交

換により、平成３０年１０月５日に所有権が移転され、移転をする者は大清水

町に居住する者で、移転を受ける者も大清水町に居住する者となっています。

移転を受ける者は、認定農業者資格を取得されておりませんが、認定農家であ

る「農事組合法人○○○○」の構成員であり、農地を取得したと同時に、追加

でお渡させていただいた中間管理機構事業分の資料１ページの番号４に記載さ

れておりますように、滋賀県担い手育成基金に利用権設定をしています。その

ため、利用権設定は平成３０年１０月５日を始期日としております。このこと

から、農業経営基盤強化促進法第１８条第３号２項に記載されている農地所有

適格法人の構成員が認定農業者である法人と利用権設定する目的のために農地

を取得する場合は適当とすることから、本件を受理いたしました。

７ページの番号７の所有権を移転する農地はきぬがさ町の７筆であり、７筆で

○○万円を対価として売買により、平成３０年１０月５日に所有権が移転され、

移転をする者はきぬがさ町に居住する者で、移転を受ける者もきぬがさ町に居

住する者となっております。

移転を受ける者は、認定農業者資格を取得されておりませんが、認定農家であ

る「農事組合法人○○○○」の構成員であり、農地を取得したと同時に、追加

でお渡させていただいた中間管理機構事業分の資料１ページの番号５に記載さ

れておりますように滋賀県担い手育成基金に利用権設定をしております。その

ため、利用権設定は平成３０年１０月５日を始期日としております。このこと
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から、農業経営基盤強化促進法第１８条第３号２項に記載されている農地所有

適格法人の構成員が認定農業者である法人と利用権設定する目的のために農地

を取得する場合は適当とすることから、本件を受理いたしました。

８ページの番号８の所有権を移転する農地は合戸町の３筆であり、３筆で○○

万円を対価として売買により平成３０年１０月５日に所有権が移転され、移転

をする者は合戸町に居住する者で、移転を受ける者も合戸町に居住する認定農

業者となっております。

ここで１箇所訂正がございます。権利の種類が「所有権移転・贈与」となって

おりますが、「所有権移転・売買」に修正していただきますようお願いいたし

ます。

９ページの番号９の所有権を移転する農地は市子殿町、市子川原町の２筆であ

り、２筆を譲渡により、平成３０年１０月５日に所有権が移転され、移転をす

る者は湖南市若竹町に居住する者で、移転を受ける者は市子川原町に居住する

者となっております。

移転を受ける者は、認定農業者資格を取得されておりませんが、認定農家であ

る「農事組合法人○○○○」の構成員であり、農地を取得したと同時に、追加

でお渡させていただいた中間管理機構事業分の資料１ページの番号６に記載さ

れておりますように滋賀県担い手育成基金に利用権設定をしております。その

ため、利用権設定は平成３０年１０月５日を始期日としております。このこと

から、農業経営基盤強化促進法第１８条第３号２項に記載されている農地所有

適格法人の構成員が認定農業者である法人と利用権設定する目的のために農地

を取得する場合は適当とすることから、本件を受理いたしました。

次に、貸借の利用権関係ですが、１０ページから４４ページまでが所有者と耕

作者による利用権設定で、４５ページ以降が円滑化事業による貸借となってい

ます。以上が補足説明です。

本案につきましては、農用地の効率利用、安定的に農業経営を行うと考えられ

ますことから、農用地利用集積計画（案）の決定をお願いするものです、どう

ぞよろしくお願いします。

議 長 事務局の説明が終わりました。

本案について何かご意見はございますか。

１２番 ５ページの番号５の案件の対価ですが、当事者同士の話し合いですから言うの

もおかしいのですが、地番を見ると隣り合っている筆で面積が半分以下で価格

が三倍以上になっています。この金額は合っているのですか。一桁違うとか記

載間違いではないですか。

主 事 金額は当事者間で話し合われており、間違いはないと思われます。

１２番 当事者同士の話し合いですが、あまりにも違いが大きいので、極端にほ場の評

価が違うのかと不思議に思います。
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２番 この土地はきゅうりを栽培されているハウスではないですか。ハウスが建って

いる土地ではなかったですか。

１２番 議案書を見ていると、単にほ場だけで隣り合う筆の対価が大きく違うと疑問を

持つものですから、ハウスのような物があれば当事者同士の話し合いですので、

そのようなこともあるかと思いますが現状を確認しておいてください。

議 長 事務局においては、事前調査も実施して説明ができるようにしていただかない

と、質問にしっかりした回答ができないので今後はそのようなことがないよう

よろしくお願いします。

他にご質問はございませんか。

１番 ４ページの４番の移転する者の氏名ですが、議案書の１５ページの賃借権の合

意解約の１番の筆と同じだと思いますが、住所は同じですが、氏名の名が少し

違います。同一人物ですか。

事務局 農用地利用集積計画の申請書記載名に間違いはありませんが、合意解約の書類

が、今手元にありませんので、取り寄せて確認をさせていただきます。

議 長 他にご質問はございませんか。

２２番 農地の権利移動ですが、所有権移転の場合は贈与や売買などがありますが、当

初は贈与で計画していたが、売買に変えたということはないですか。他の案件

でも贈与がたくさんありますが、三反や四反の面積がありますと贈与税が課税

される評価になる場合もあると思われますので、事前に充分な指導をしてあげ

てほしいと思います。また、贈与税に関する知識は農家の方はほとんど持って

おられないと思われます。贈与で受けたら課税が大変なことになってしまった

ということもありますので、事務局においても相談時には、本当に贈与で良い

のかという話をしてあげてほしいと思います。農業委員会の権限外ではありま

すが農家のためですので、売買と贈与の場合の課税について相談に乗ってあげ

てほしいと思います。

事務局 先程の名前が違うというご指摘ですが、申請書を確認させていただきましたら、

「○○○○」という名前の後ろにかっこ書きで「○○」と書かれておりまして、

同一人物と理解をしておりますが、大阪市在住の方ですので事務局で詳細の確

認ができませんので、ご理解をよろしくお願いします。

議 長 他にご質問はございませんか。

（異議なし）
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議 長 それでは、採決に移ります。本案を承認される方は挙手を願います。

（全員挙手）

議 長 全員賛成と認めます。よって、本案は可決いたしました。

議 長 それでは、以上で本日の議事及び協議案件はすべて終了致しました。

これをもって平成３０年度、第６回、９月期の月例総会を終了致します。

長時間のご審議ありがとうございました。

上記会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するために署名する。

議 長 ○ ○ ○ ○

１２ 番 ○ ○ ○ ○

１３ 番 ○ ○ ○ ○


